
 

 

北洋銀行窓口における納付書の取り扱いは、令和 7 年 6 月 30 日で終了となります。 

令和 7 年 7 月 1 日以降、北洋銀行窓口でお支払いいただくには、他の金融機関に取り

次ぐための手数料（お客様負担）が必要になります。 

既に発行されている納付書裏面に納付場所として「北洋銀行」が記載されている場合

においても、7 月 1 日以降は手数料が必要となりますのでご注意ください。 

 なお、下記の金融機関等において納付書を取り扱っています。 

 十勝圏複合事務組合指定金融機関 

   帯広信用金庫 本支店 市役所派出所 

 十勝圏複合事務組合収納代理金融機関 

   北陸銀行 帯広支店 

   北海道銀行 道内本支店 

   帯広市川⻄農業協同組合 本支店 
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